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秋田地方最低賃金審議会（平成 27年度第１回）の開催 

秋田県最低賃金の改正審議始まる 

 

 

秋田労働局 (局長 小林泰樹)は、秋田地方最低賃金審議会運営規程第２条に基づき本

年度第１回目の秋田地方最低賃金審議会を下記の日時に開催します。 

今回の審議会では、秋田県最低賃金の改正決定の諮問などを予定しています。 

 

                   記 

 

 １ 第１回秋田地方最低賃金審議会 

日 時  平成 27 年 7 月 1 日（水）午前 10 時 00 分から 

場 所  秋田合同庁舎 ５階第１会議室 

     （秋田市山王７丁目１番３号） 

議 題  会長及び会長代理の選出等について 

秋田県最低賃金の改正決定の諮問について 

     審議方針について 

     審議日程について 

   

２ その他   

会議の傍聴は自由ですが、カメラ取りは冒頭のみとさせていただきます。 

 

平成２７年６月２３日 

【照会先】 

秋田労働局賃金室 

 室  長  椎  川  和  之 

 室長補佐  小  坂  顕  一 

 （電話）018 (883) 4266 （内線 330） 

Press Release 

ひと、くらし、みらいのために 

厚生労働省 
秋田労働局 

 



  

１  最低賃金制度は、最低賃金法に基づき賃金の最低金額を国が定め、それ以上の賃 

 金を労働者に支払わなければならないとするものです。 

 

２  最低賃金には次のものがあり、今回諮問される秋田県最低賃金は、県内の全ての労

働者に適用される地域別最低賃金です。 

（１）地域別最低賃金（臨時職員、パートタイマーやアルバイト等を含む全ての労働 

  者に適用されるものです。） 時間額 679 円 

（２）特定最低賃金（特定の産業の労働者に適用されるもので、秋田県では次の４産 

  業について設定されています。） 

①  秋田県非鉄金属製錬・精製業最低賃金 時間額 804 円 

②  秋田県電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の 

電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業最低 

賃金 時間額 738 円 

③  秋田県自動車・同附属品製造業最低賃金 時間額 776 円 

④  秋田県自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業最低賃金 時間額 765 円 
 

３ 関係条文 

（地域別最低賃金の改正等） 

 最低賃金法第 12 条 

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域におけ

る労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があ

ると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をしなければ

ならない。 
 （地域別最低賃金の原則） 

最低賃金法第９条第２項 

地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の

賃金支払い能力を考慮して定められなければならない。 

最低賃金法第９条第３項 

前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低

限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮する

ものとする。 

（地域別最低賃金の決定） 

最低賃金法第 10 条第１項 

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議

会又は地方最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃

金の決定をしなければならない。 

 

４ 最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業 

（１）「最低賃金総合相談支援センター」が設置され、経営面と労働面の相談に専門家 

  が無料で応じます。 

（２）平成２３年度に「業務改善助成金」が創設され、賃金引上げに対応するための業

務改善に要した費用が助成対象になります。 

（参 考） 


